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 先日、小型船舶操縦者法が一部改正され

たことに伴い、２月１日から小型船舶に乗

船する際、国の安定基準に適合したライフ

ジャケット（救命胴衣）の着用が義務化さ

れました。 

 詳しくは、国土交通省のホームページを

ご覧ください。 


